
緊急避妊薬販売薬局等名簿への登録申請に関するよくある質問 

（2025 年 11 月 18 日 神奈川県薬剤師会作成） 
 
Q1 厚労省サイトの「緊急避妊薬の調剤・販売に係る研修修了薬剤師一覧への登録申請」

と神奈川県薬サイトの「緊急避妊薬販売薬局等名簿への登録申請」の違いは何ですか？ 
A1 厚労省サイトの登録は、販売する薬局・店の情報を、申告に基づき厚生労働省が公表

することになっているので、そのための登録申請になります。 
県薬サイトの登録は、緊急避妊薬の販売の要件にある”近隣の産婦人科医等との連携体
制を構築していること”に関して、県内における医療機関との包括的な連携体制の構築
を目的としたもので、神奈川県医師会に提出する緊急避妊薬販売薬局等名簿作成のた
めの登録申請で、目的が異なっています。 

 
Q2 緊急避妊薬の販売をする場合は、厚労省と県薬それぞれに登録申請をしなければなら

ないですか？ 
A2 それぞれ登録申請をしてください。ただし、県薬剤師会と県医師会の包括的な連携構

築に参加せず、販売しようとする薬局・店舗販売業の店舗が近隣の産婦人科医が所属す
る個々の医療機関と連携を構築する場合は、県薬の登録フォームで申請する必要はあ
りません。その場合は、20251028 業 281_緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店
舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について（参考様式別添）の文書を
取り交わし、文書を適切に保管してください。 

 
Q3 オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤のみを行い、販売はしない場合でも県薬の登

録フォームで登録申請しなければいけないですか？ 
A3 県薬の登録フォームは Q1 に記載の通り、医療機関との連携体制の構築を目的とした

ものですので、販売をしない場合は登録の必要はありません。 
 
Q4 研修修了証発行番号が見当たりません 
A4 2025 年 9 月より開始された日本薬剤師研修センターの「緊急避妊薬の調剤及び販売に

関する e-ラーニング」を受講し終了すると、研修修了証が送られてきます。研修修了証
の右上に発行番号の記載があります。令和６年度まで行われていた神奈川県薬剤師会
主催の「オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研修会」とは異なりますので、
ご注意ください。 

 
Q5 研修は終了したが、研修修了証がまだ届きません。登録申請はできますか？ 
A5 研修修了証がお手元に届いてから申請してください。修了証発行番号の記載がない場



合はリストに掲載されません。 
 
Q6 登録申請はいつまでにすればよいですか？ 
A6 随時受け付けております。現在第２回締切日は未定ですが、決まりましたらサイト上

に掲載いたします。また、第２回締切日を過ぎても受け付けは継続します。 
 
Q7 研修修了薬剤師の追加をする場合でも、これまでに登録した薬剤師の薬剤師氏名、研

修修了証発行番号をすべて記入しなければいけませんか？ 
A7 すべて入力をしてください。 

変更申請で入力された内容が、これまでの情報に上書きされます。追加分の薬剤師のみ
記入された場合は、追加された薬剤師のみのリストが作成されてしまいます。 
追加したい薬剤師のみを新規登録で申請した場合も、同様に追加された薬剤師のみの
リストが作成されてしまいます。 
 

Q8 自薬局が緊急避妊薬販売薬局等名簿に掲載されていることを確認したいが、どうすれ
ばよいですか？ 

A8 県医師会と県薬剤師会の間で包括的な連携体制の構築について合意が得られ、県医師
会に緊急避妊薬販売薬局等名簿を提出したのちに、新規登録薬局あてにリスト掲載場
所の案内をご連絡する予定です（パスワード付きのサイトのご案内となる予定です） 

 
 


